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(57)【要約】
【課題】水栓カウンターと洗面カウンターとを設けた場
合にも、良好な使い勝手と見栄えとを得ることができる
浴室ユニットを提供する。
【解決手段】上部に物品を載置できるように上面が棚形
状に形成された水栓カウンターと、前記水栓カウンター
の下方に向かって光を照射する第１照明部と、前記水栓
カウンター及び前記第１照明部の下方に配置され、上面
に洗面器を載置可能な洗面カウンターと、を備え、前記
水栓カウンターは、前記上面を有するカウンター本体と
、前記カウンター本体の下部に設けられ、湯水を吐水す
る吐水口を有する吐水部と、を有し、前記第１照明部は
、前記洗面カウンターの前端よりも前方には直接光を照
射せず、前記洗面カウンターの前端よりも後方のみに直
接光を照射することを特徴とする浴室ユニットである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部に物品を載置できるように上面が棚形状に形成された水栓カウンターと、
　前記水栓カウンターの下方に向かって光を照射する第１照明部と、
　前記水栓カウンター及び前記第１照明部の下方に配置され、上面に洗面器を載置可能な
洗面カウンターと、
　を備え、
　前記水栓カウンターは、
　　前記上面を有するカウンター本体と、
　　前記カウンター本体の下部に設けられ、湯水を吐水する吐水口を有する吐水部と、
　を有し、
　前記第１照明部は、前記洗面カウンターの前端よりも前方には直接光を照射せず、前記
洗面カウンターの前端よりも後方のみに直接光を照射することを特徴とする浴室ユニット
。
【請求項２】
　前記第１照明部は、前記水栓カウンターの下部に設けられるとともに、光を照射する第
１発光部を有し、
　前記水栓カウンター及び前記第１照明部のいずれか一方は、前記第１発光部から照射さ
れた光の前方への広がりを抑制する第１遮光部を有し、
　前記第１発光部と前記第１遮光部の下端とを結ぶ仮想直線の延長線は、前記洗面カウン
ターの前端よりも後方において前記洗面カウンターと交差することを特徴とする請求項１
記載の浴室ユニット。
【請求項３】
　前記洗面カウンターの下方に向かって光を照射する第２照明部を、さらに備えたことを
特徴とする請求項１又は２に記載の浴室ユニット。
【請求項４】
　前記第２照明部は、前記洗面カウンターの前端よりも前方には直接光を照射せず、前記
洗面カウンターの前端よりも後方のみに直接光を照射することを特徴とする請求項３記載
の浴室ユニット。
【請求項５】
　前記第２照明部は、前記洗面カウンターの下部に設けられるとともに、光を照射する第
２発光部を有し、
　前記洗面カウンター及び前記第２照明部のいずれか一方は、前記第２発光部から照射さ
れた光の前方への広がりを抑制する第２遮光部を有し、
　前記第２発光部と前記第２遮光部の下端とを結ぶ仮想直線の延長線は、前記洗面カウン
ターの前端よりも後方において床面と交差することを特徴とする請求項４記載の浴室ユニ
ット。
【請求項６】
　前記第２照明部は、前記第１照明部と連動して点灯・消灯することを特徴とする請求項
３～５のいずれか１つに記載の浴室ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、浴室ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上部に物品を載置できるように上面が棚形状に形成された水栓カウンターが知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。このように上面が棚形状に形成された水栓カウンターは
、上面にシャンプーなどの物品を載置できるため使い勝手が良いものであるが、棚下とな
る水栓カウンターの直下の空間が暗くなってしまう可能性があった。
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【０００３】
　例えば、水栓カウンターの直下の空間が暗くなり、吐水口を有する吐水部から吐水され
た湯水が視認し辛くなってしまう可能性ある。
【０００４】
　そこで、水栓カウンターの下部に照明を設置し、水栓カウンターの直下の空間を照らす
ことで、水栓カウンターの直下の空間が暗くなってしまうことを抑制することが考えられ
ている。
【０００５】
　一方で、水栓カウンターの下方に、洗面器などを載置するための洗面カウンターを配置
することも提案されている。この場合、水栓カウンターの下部に配置された照明の光が、
洗面カウンターに当たるため、床面に洗面カウンターの影ができてしまい、浴室の見栄え
が悪くなってしまう可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１７－２３５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、水栓カウンターと洗面カ
ウンターとを設けた場合にも、良好な使い勝手と見栄えとを得ることができる浴室ユニッ
トを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、上部に物品を載置できるように上面が棚形状に形成された水栓カウンタ
ーと、前記水栓カウンターの下方に向かって光を照射する第１照明部と、前記水栓カウン
ター及び前記第１照明部の下方に配置され、上面に洗面器を載置可能な洗面カウンターと
、を備え、前記水栓カウンターは、前記上面を有するカウンター本体と、前記カウンター
本体の下部に設けられ、湯水を吐水する吐水口を有する吐水部と、を有し、前記第１照明
部は、前記洗面カウンターの前端よりも前方には直接光を照射せず、前記洗面カウンター
の前端よりも後方のみに直接光を照射することを特徴とする浴室ユニットである。
【０００９】
　この浴室ユニットによれば、第１照明部から照射された光の直接光が、洗面カウンター
の前端よりも前方には照射されず、洗面カウンターの前端よりも後方にのみ照射される。
このため、棚形状に形成された水栓カウンターの下方に洗面カウンターが配置されている
場合でも、第１照明部からの光が、洗面カウンター及び洗面カウンターよりも前方の床面
に当たることで、浴室の床面にくっきりとした影ができてしまうことを抑制することがで
きる。従って、吐水部から吐水された湯水の視認性を確保し、使い勝手を向上させつつも
、影によって浴室の見栄えが低下してしまうことを抑制することができる。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明において、前記第１照明部は、前記水栓カウンターの下部に
設けられるとともに、光を照射する第１発光部を有し、前記水栓カウンター及び前記第１
照明部のいずれか一方は、前記第１発光部から照射された光の前方への広がりを抑制する
第１遮光部を有し、前記第１発光部と前記第１遮光部の下端とを結ぶ仮想直線の延長線は
、前記洗面カウンターの前端よりも後方において前記洗面カウンターと交差することを特
徴とする浴室ユニットである。
【００１１】
　この浴室ユニットによれば、棚形状に形成された水栓カウンターの下方に洗面カウンタ
ーが配置されている場合でも、第１照明部からの光が、洗面カウンター及び洗面カウンタ
ーよりも前方の床面に当たることで、浴室の床面にくっきりとした影ができてしまうこと
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を、より適切に抑制することができる。吐水口から吐水された湯水の視認性を確保し、使
い勝手を向上させつつも、影によって浴室の見栄えが低下してしまうことを、より適切に
抑制することができる。
【００１２】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、前記洗面カウンターの下方に向かって光
を照射する第２照明部を、さらに備えたことを特徴とする浴室ユニットである。
【００１３】
　この浴室ユニットによれば、洗面カウンターの下方の空間を明るくし、より見栄えを向
上させることができる。例えば、洗面カウンターの前端よりも前方には直接光を照射せず
、洗面カウンターの前端よりも後方のみに直接光を照射するように第１照明部を構成した
としても、第１照明部から照射された直接光が回折や反射などした間接光が、洗面カウン
ターの前端よりも前方に照射されてしまい、浴室の床面に薄い影ができてしまう可能性が
ある。そこで、洗面カウンターの下方に向かって光を照射する第２照明部をさらに設ける
ことにより、床面に影ができてしまうことを、より適切に抑制することができる。間接光
の影響で発生する薄い影の暗さを、より低減させることができる。
【００１４】
　第４の発明は、第３の発明において、前記第２照明部は、前記洗面カウンターの前端よ
りも前方には直接光を照射せず、前記洗面カウンターの前端よりも後方のみに直接光を照
射することを特徴とする浴室ユニットである。
【００１５】
　この浴室ユニットによれば、第１照明部から照射された光の間接光によってできる浴室
の床面の薄い影を、第２照明部から照射された光の間接光によって適切に抑制することが
できる。第２照明部から照射された光の直接光により、浴室の床面の洗面カウンターの前
端よりも前方の部分が明るくなり過ぎてしまうことを抑制することができる。さらには、
第２照明部から照射された光の直接光が、浴室の使用者などに視認され易くなってしまう
ことを抑制することができる。
【００１６】
　第５の発明は、第４の発明において、前記第２照明部は、前記洗面カウンターの下部に
設けられるとともに、光を照射する第２発光部を有し、前記洗面カウンター及び前記第２
照明部のいずれか一方は、前記第２発光部から照射された光の前方への広がりを抑制する
第２遮光部を有し、前記第２発光部と前記第２遮光部の下端とを結ぶ仮想直線の延長線は
、前記洗面カウンターの前端よりも後方において床面と交差することを特徴とする浴室ユ
ニットである。
【００１７】
　この浴室ユニットによれば、第１照明部から照射された光の間接光によってできる浴室
の床面の薄い影を、第２照明部から照射された光の間接光によって、より適切に抑制する
ことができる。
【００１８】
　第６の発明は、第３～第５のいずれか１つの発明において、前記第２照明部は、前記第
１照明部と連動して点灯・消灯することを特徴とする浴室ユニットである。
【００１９】
　この浴室ユニットによれば、第１照明部のみが点灯して浴室の床面に影ができてしまう
ことを抑制することができる。従って、吐水口から吐水された湯水の視認性を確保し、使
い勝手を向上させつつも、影によって浴室の見栄えが低下してしまうことを、より確実に
抑制することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の態様によれば、水栓カウンターと洗面カウンターとを設けた場合にも、良好な
使い勝手と見栄えとを得ることができる浴室ユニットが提供される。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】実施形態に係る浴室ユニットを模式的に表す斜視図である。
【図２】実施形態に係る浴室ユニットを模式的に表す正面図である。
【図３】実施形態に係る浴室ユニットの電気的構成を模式的に表すブロック図である。
【図４】実施形態に係る水栓カウンターの一部を模式的に表す正面図である。
【図５】実施形態に係る水栓カウンターの一部を模式的に表す底面図である。
【図６】実施形態に係る水栓カウンターを模式的に表す分解斜視図である。
【図７】実施形態に係る水栓カウンターの一部を模式的に表す断面図である。
【図８】実施形態に係る洗面カウンターの一部を模式的に表す断面図である。
【図９】実施形態に係る洗面カウンターの一部を模式的に表す断面図である。
【図１０】実施形態に係る第２照明部を模式的に表す分解斜視図である。
【図１１】実施形態に係る第２照明部の一部を模式的に表す断面図である。
【図１２】実施形態に係る水栓カウンター及び洗面カウンターを模式的に表す側面図であ
る。
【図１３】実施形態に係る水栓カウンター及び洗面カウンターの変形例を模式的に表す側
面図である。
【図１４】実施形態に係る水栓カウンターの変形例を模式的に表す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、実施形態に係る浴室ユニットを模式的に表す斜視図である。　
　図２は、実施形態に係る浴室ユニットを模式的に表す正面図である。　
　図１及び図２に表したように、浴室ユニット１０は、水栓カウンター１１と、洗面カウ
ンター１２と、第１照明部２１（照明部）と、を備える。
【００２３】
　また、この例において、浴室ユニット１０は、例えば、第２照明部２２と、照明器具３
０と、制御部３２と、浴槽４０と、洗い場床４２と、壁パネル４４と、天井パネル４６と
、鏡４８と、をさらに備える。
【００２４】
　洗い場床４２は、浴槽４０に隣接して設けられる。浴室ユニット１０は、例えば、複数
の壁パネル４４を有する。各壁パネル４４は、浴槽４０及び洗い場床４２を囲むように設
けられる。天井パネル４６は、各壁パネル４４の上に設けられ、各壁パネル４４で囲まれ
た空間の上部を塞ぐ。浴室ユニット１０は、複数枚の天井パネル４６を有してもよい。浴
室ユニット１０は、１枚の天井パネル４６で各壁パネル４４の上部を塞いでもよいし、複
数枚の天井パネル４６で各壁パネル４４の上部を塞いでもよい。
【００２５】
　浴室ユニット１０は、例えば、浴槽４０、洗い場床４２、周囲の各壁パネル４４、及び
天井パネル４６などをユニット化した、いわゆるユニットバスやシステムバスなどである
。浴室ユニット１０は、建築躯体の内部に設置され、建築躯体の内部に浴室ＢＲを形成す
る。洗い場床４２は、浴室ＢＲの床面４２ａを形成する。各壁パネル４４は、浴室ＢＲの
浴室壁４４ａを形成する。
【００２６】
　浴室ユニット１０は、例えば、浴室ＢＲ内に出入りするためのドア部材などをさらに備
えてもよい。また、浴室ユニット１０において、浴槽４０、洗い場床４２、各壁パネル４
４、天井パネル４６、及び鏡４８などは、必要に応じて設けられ、省略可能である。浴室
ユニット１０は、少なくとも水栓カウンター１１と洗面カウンター１２と第１照明部２１
とを備えていればよい。すなわち、浴室ユニット１０は、浴室ＢＲ自体を形成するものに
限ることなく、水栓カウンター１１、洗面カウンター１２、及び第１照明部２１などを既
設の浴室ＢＲ内に取り付けて使用されるものなどでもよい。
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【００２７】
　洗い場床４２は、床面４２ａに流れた湯水を外部に排出するための排水口部４２ｂを有
する。排水口部４２ｂは、例えば、浴槽４０と隣接して設けられる。排水口部４２ｂは、
例えば、浴室ＢＲの中心付近に設けられる。
【００２８】
　水栓カウンター１１及び洗面カウンター１２は、壁パネル４４の浴室壁４４ａに取り付
けて使用される。水栓カウンター１１及び洗面カウンター１２は、例えば、洗い場床４２
の床面４２ａと連続する浴室壁４４ａに取り付けられる。
【００２９】
　この例において、水栓カウンター１１及び洗面カウンター１２は、浴槽４０と洗い場床
４２とが並ぶ方向に延びる浴室壁４４ａに取り付けられている。洗面カウンター１２は、
洗い場床４２の上方に位置するように浴室壁４４ａに取り付けられている。水栓カウンタ
ー１１は、浴槽４０及び洗い場床４２の上方に位置にするように浴室壁４４ａに取り付け
られている。換言すれば、水栓カウンター１１は、浴槽４０及び洗い場床４２に跨るよう
に浴室壁４４ａに取り付けられている。
【００３０】
　水栓カウンター１１は、必ずしも浴槽４０側まで延びていなくてもよい。水栓カウンタ
ー１１は、少なくも洗い場床４２の上方に配置されていればよい。水栓カウンター１１及
び洗面カウンター１２を取り付ける浴室壁４４ａは、上記に限ることなく、浴室ＢＲの任
意の浴室壁４４ａでよい。
【００３１】
　水栓カウンター１１は、カウンター本体６０と、吐水部６１と、を有する。カウンター
本体６０は、シャンプーボトルなどの物品を上部に載置できるように棚形状に形成された
上面６０ａを有する。吐水部６１は、カウンター本体６０の下部に設けられ、湯水を吐水
する吐水口６１ａ（図５参照）を有する。吐水部６１は、換言すれば、スパウトである。
このように、水栓カウンター１１は、湯水を吐出する水栓として機能するとともに、物品
を載置可能なカウンターとしても機能する。
【００３２】
　洗面カウンター１２は、水栓カウンター１１の下方に配置される。洗面カウンター１２
は、例えば、水栓カウンター１１の下方において、浴槽４０と壁パネル４４との間に設け
られる。洗面カウンター１２は、例えば、洗い場床４２に置かれた風呂椅子などに腰掛け
た状態の使用者に対し、載置した洗面器などが使用し易い高さに設けられる。
【００３３】
　洗面カウンター１２は、棚部８０と、支持部８１と、を有する。棚部８０は、洗面器な
どの物品を載置可能な上面８０ａを有する。支持部８１は、棚部８０と浴室壁４４ａとを
接続し、棚部８０を浴室壁４４ａに支持する。
【００３４】
　このように、洗面カウンター１２は、水栓カウンター１１の下方に洗面器を載置可能と
することにより、水栓カウンター１１から吐水された湯水を洗面器で受けられるようにす
る。洗面カウンター１２の構成は、棚部８０及び支持部８１を有する構成に限ることなく
、少なくとも洗面器を載置可能な任意の構成でよい。
【００３５】
　支持部８１の左右方向の長さＬ２は、例えば、棚部８０の左右方向の長さＬ１よりも短
い。吐水部６１は、例えば、左右方向において支持部８１と重なる位置に配置される。
【００３６】
　鏡４８は、例えば、水栓カウンター１１よりも上方に設けられ、洗い場床４２に置かれ
た風呂椅子などに腰掛けた状態の使用者が、自身の顔などを確認できるようにする。
【００３７】
　第１照明部２１は、水栓カウンター１１の下方に向かって光を照射する。洗面カウンタ
ー１２は、水栓カウンター１１及び第１照明部２１の下方に配置される。第１照明部２１
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は、洗面カウンター１２の上面８０ａに向かって光を照射する。これにより、水栓カウン
ター１１の下方の空間を明るくすることができる。例えば、水栓カウンター１１から吐水
された吐水流や洗面カウンター１２の上面８０ａなどを明るくすることができる。
【００３８】
　第２照明部２２は、洗面カウンター１２の下方に向かって光を照射する。より詳しくは
、第２照明部２２は、洗面カウンター１２の下方の床面４２ａに向かって光を照射する。
これにより、洗面カウンター１２の下方の空間及び床面４２ａなどを明るくすることがで
きる。
【００３９】
　照明器具３０は、天井パネル４６に設けられている。照明器具３０は、天井パネル４６
から下方に向かって光を照射することにより、浴室ＢＲ内を照明する。照明器具３０は、
いわゆるダウンライトである。浴室ユニット１０は、例えば、複数の照明器具３０を有す
る。この例において、浴室ユニット１０は、矩形状の天井パネル４６の四隅付近に配置さ
れた４つの照明器具３０を有する。照明器具３０の数は、複数に限ることなく、１つでも
よい。また、照明器具３０は、ダウンライトに限ることなく、例えば、浴室壁４４ａに取
り付けて使用される照明器具などでもよい。照明器具３０は、浴室ＢＲ内を明るくするこ
とができる任意の照明器具でよい。
【００４０】
　図３は、実施形態に係る浴室ユニットの電気的構成を模式的に表すブロック図である。
　図３に表したように、制御部３２は、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器
具３０のそれぞれと電気的に接続されている。制御部３２は、第１照明部２１、第２照明
部２２、及び各照明器具３０のそれぞれの点灯、及び消灯を制御する。
【００４１】
　制御部３２は、例えば、天井パネル４６の上に設けられる（図１、図２参照）。換言す
れば、制御部３２は、天井パネルと建築躯体との間の空間に設けられる。制御部３２の位
置は、上記に限ることなく、各照明の点灯及び消灯を制御可能な任意の位置でよい。
【００４２】
　図３に表したように、浴室ユニット１０は、例えば、スイッチ３４と、リモコン３６と
、をさらに備える。スイッチ３４は、制御部３２と電気的に接続されている。スイッチ３
４は、例えば、浴室ＢＲの外側の壁面（例えば脱衣室の壁面）、又は浴室ＢＲ内の浴室壁
４４ａに取り付けられる。スイッチ３４は、各照明の点灯及び消灯の切り替えを制御部３
２に指示する。制御部３２は、スイッチ３４からの点灯の指示応じて第１照明部２１、第
２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれを点灯させ、スイッチ３４からの消灯の指
示応じて第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれを消灯させる
。
【００４３】
　このように、第２照明部２２は、第１照明部２１と連動して点灯・消灯する。この例で
は、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれが、連動して点灯
・消灯する。制御部３２は、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそ
れぞれを連動させて点灯・消灯する。
【００４４】
　リモコン３６は、制御部３２と電気的に接続されている。リモコン３６は、例えば、浴
室ＢＲ内の浴室壁４４ａ又は浴槽４０の内壁に取り付けられる。リモコン３６は、使用者
からの操作指示を受け付けるための操作部を有する。リモコン３６は、例えば、複数の操
作部を有する。リモコン３６は、操作部の操作に応じて、第１照明部２１、第２照明部２
２、及び各照明器具３０のそれぞれの個別の点灯及び消灯の切り替えを制御部３２に指示
する。制御部３２は、スイッチ３４からの指示に応じて、第１照明部２１、第２照明部２
２、及び各照明器具３０のそれぞれを点灯させた後、リモコン３６からの指示に応じて、
第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれ点灯及び消灯を個別に
切り替える。
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【００４５】
　これにより、リモコン３６の操作部を操作することによって、第１照明部２１、第２照
明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれ点灯状態を個別に切り替えることができる。例
えば、各照明器具３０のみを点灯させた状態としたり、反対に、各照明器具３０を消灯さ
せ、第１照明部２１及び第２照明部２２のみを点灯させた状態としたりすることができる
。
【００４６】
　また、制御部３２は、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０から照射
される光の照度を変化させる調光機能を有する。リモコン３６は、操作部の操作に応じて
、照度の切り替えを制御部３２に指示する。制御部３２は、リモコン３６からの指示に応
じて、点灯中の第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０の照度を切り替え
る。これにより、制御部３２は、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０
の照度を連動させる。
【００４７】
　なお、「照度を連動させる」とは、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具
３０のそれぞれの照度を共に増減させることを意味し、それぞれの照度を同一にするとい
う意味ではない。第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれの照
度は、同じでもよいし、異なってもよい。また、照度の増減の幅も、第１照明部２１、第
２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれで異なってもよい。
【００４８】
　また、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれは、照射する
光の色温度（発光色）を変化させる調色機能を有する。制御部３２は、リモコン３６から
の指示に応じて第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０の照度を切り替え
る場合に、照度とともに色温度を変化させる。制御部３２は、例えば、照度を高くするほ
ど白色光に近づくように色温度を高くし、照度を低くするほど電球色に近づくように色温
度を低くする。このように、制御部３２は、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照
明器具３０の色温度を照度に応じて連動させる。これにより、例えば、照度に応じた適切
な空間演出を行うことができ、浴室ＢＲの見栄えをより向上させることができる。
【００４９】
　なお、色温度は、例えば、リモコン３６の操作により、照度とは無関係に調節できるよ
うにしてもよい。また、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０の照度及
び色温度は、例えば、リモコン３６の操作により、個別に調節できるようにしてもよい。
【００５０】
　「色温度を連動させる」とは、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０
のそれぞれの光の色温度を共に増減させることを意味し、それぞれの光の色温度を同一に
するという意味ではない。第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれ
ぞれの光の色温度は、同じでもよいし、異なってもよい。また、色温度の増減の幅も、第
１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれで異なってもよい。
【００５１】
　第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０の色温度を連動させる場合、制
御部３２は、例えば、第１照明部２１、第２照明部２２、及び各照明器具３０のそれぞれ
の色温度のバラツキを±４００Ｋ以下にする。これにより、第１照明部２１、第２照明部
２２、及び各照明器具３０のそれぞれから照射される光の色味を合わせることができ、浴
室ＢＲの見栄えをより向上させることができる。このように、第１照明部２１、第２照明
部２２、及び各照明器具３０のそれぞれの色温度は、僅かに異なっていてもよい。
【００５２】
　スイッチ３４と制御部３２との間の信号の送受、及びリモコン３６と制御部３２との間
の信号の送受は、例えば、無線を介して行ってもよい。スイッチ３４と制御部３２及びリ
モコン３６と制御部３２は、必ずしも信号線などを介して物理的に接続されていなくても
よい。



(9) JP 2019-120064 A 2019.7.22

10

20

30

40

50

【００５３】
　図４は、実施形態に係る水栓カウンターの一部を模式的に表す正面図である。　
　図５は、実施形態に係る水栓カウンターの一部を模式的に表す底面図である。　
　図４及び図５に表したように、水栓カウンター１１のカウンター本体６０は、例えば、
シャワー接続口６２、吐水口操作部６３、シャワー操作部６４、温度調節部６５、流量調
節部６６、及び止水栓６７、６８などをさらに有する。
【００５４】
　シャワー接続口６２は、カウンター本体６０の下部に設けられている。シャワー接続口
６２は、可撓性を有するホース７０と接続されるとともに、ホース７０を介してシャワー
ヘッド７２と接続される。シャワーヘッド７２は、より詳しくは、ハンドシャワーである
。
【００５５】
　カウンター本体６０は、例えば、天井に取り付けて使用されるオーバーヘッドシャワー
と接続してもよい。カウンター本体６０は、ハンドシャワー及びオーバーヘッドシャワー
のいずれか一方のみと接続してもよいし、ハンドシャワー及びオーバーヘッドシャワーの
双方と接続してもよい。
【００５６】
　カウンター本体６０をオーバーヘッドシャワーと接続する場合には、シャワー接続口６
２を用いてもよいし、別の接続口を介して接続してもよい。カウンター本体６０をオーバ
ーヘッドシャワーと接続する場合には、例えば、カウンター本体６０の背面側に接続口を
設け、壁パネル４４と建築躯体との間の空間を利用してカウンター本体６０をオーバーヘ
ッドシャワーとを接続することが好ましい。これにより、配管などが浴室ＢＲ内に露出す
ることを抑制し、浴室ＢＲの見栄えを向上させることができる。
【００５７】
　吐水口操作部６３、シャワー操作部６４、温度調節部６５、及び流量調節部６６は、カ
ウンター本体６０の前面部に設けられている。但し、吐水口操作部６３、シャワー操作部
６４、温度調節部６５、及び流量調節部６６の配置は、上記に限ることなく、これらを操
作し易いカウンター本体６０の任意の位置でよい。
【００５８】
　吐水口操作部６３及びシャワー操作部６４は、例えば、押しボタン式の操作部である。
吐水部６１から湯水が吐水されていない状態で吐水口操作部６３を押圧操作することによ
り、吐水部６１の吐水口６１ａから湯水が吐水される。そして、吐水部６１の吐水口６１
ａから湯水が吐水されている状態で吐水口操作部６３を押圧操作することにより、吐水部
６１の吐水口６１ａからの湯水の吐水が停止される。
【００５９】
　同様に、シャワーヘッド７２から湯水が吐水されていない状態でシャワー操作部６４を
押圧操作することにより、シャワーヘッド７２から湯水が吐水される。そして、シャワー
ヘッド７２から湯水が吐水されている状態でシャワー操作部６４を押圧操作することによ
り、シャワーヘッド７２からの湯水の吐水が停止される。
【００６０】
　このように、水栓カウンター１１では、吐水口操作部６３及びシャワー操作部６４の操
作により、吐水部６１及びシャワーヘッド７２から選択的に湯水を吐止水することができ
る。なお、吐水口操作部６３及びシャワー操作部６４は、押しボタン式の操作部に限るこ
となく、吐止水の切り替えを制御可能な任意の操作部でよい。吐水口操作部６３及びシャ
ワー操作部６４は、例えば、回転式のハンドルやレバーなどでもよい。
【００６１】
　温度調節部６５及び流量調節部６６は、例えば、回転式のハンドルである。温度調節部
６５は、吐水部６１及びシャワーヘッド７２から吐水される湯水の温度を調節可能とする
。水栓カウンター１１は、図示を省略した給水管及び給湯管と接続される。温度調節部６
５は、給水管から供給される水と給湯管から供給されるお湯との混合比を調節することに
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より、吐水部６１及びシャワーヘッド７２から吐水される湯水の温度を調節する。
【００６２】
　流量調節部６６は、吐水部６１及びシャワーヘッド７２から吐水される湯水の流量を調
節可能とする。これにより、水栓カウンター１１では、温度調節部６５及び流量調節部６
６を操作することで、使用者の所望する温度及び流量の湯水を吐水部６１及びシャワーヘ
ッド７２から吐水することができる。
【００６３】
　なお、温度調節部６５及び流量調節部６６は、回転式のハンドルに限ることなく、湯水
の温度や流量を調節可能な任意の操作部でよい。また、この例では、温度調節部６５と流
量調節部６６とを設けているが、例えば、吐水される湯水の温度及び流量を１つの操作部
で調節できるようにしてもよい。
【００６４】
　止水栓６７、６８は、カウンター本体６０の下部に設けられている。止水栓６７、６８
は、吐水部６１及びシャワーヘッド７２に送水される湯水を遮断する。止水栓６７は、例
えば、給水管から吐水部６１及びシャワーヘッド７２へと至る経路上に設けられ、給水管
から吐水部６１及びシャワーヘッド７２への水の供給を遮断する。止水栓６８は、例えば
、給湯管から吐水部６１及びシャワーヘッド７２へと至る経路上に設けられ、給湯管から
吐水部６１及びシャワーヘッド７２への湯の供給を遮断する。
【００６５】
　止水栓６７、６８は、吐水部６１及びシャワーヘッド７２への送水を可能にする状態と
、吐水部６１及びシャワーヘッド７２への送水を遮断した状態と、を切り替えるための操
作部６７ａ、６８ａを有する。止水栓６７、６８は、例えば、操作部６７ａ、６８ａを下
方に向けた状態で、カウンター本体６０の下部に設けられる。
【００６６】
　例えば、吐水部６１側への吐水とシャワーヘッド７２側への吐水とを切り替える切替弁
を設けるとともに、切替弁で選択された吐水部６１又はシャワーヘッド７２からの吐止水
、流量の調節、及び温度の調節を１つの操作部で操作できるようにしてもよい。水栓カウ
ンター１１及びカウンター本体６０の構成は、上記に限ることなく、少なくとも吐水部６
１からの吐止水を切り替え可能な任意の構成でよい。
【００６７】
　図６は、実施形態に係る水栓カウンターを模式的に表す分解斜視図である。　
　図６に表したように、水栓カウンター１１のカウンター本体６０は、例えば、天板１０
０と、複数の支持体１０２と、補強板１０４、１０６、１０８と、カバー１１０と、下側
カバー１１２と、を有する。
【００６８】
　天板１００は、左右方向に延びた略矩形の平板状の部材である。天板１００は、カウン
ター本体６０の上面６０ａを形成する。水栓カウンター１１は、天板１００の上に、シャ
ンプーのボトルなどの物品を載置可能とする。
【００６９】
　複数の支持体１０２は、左右方向に並べて壁パネル４４の浴室壁４４ａに取り付けられ
る。各支持体１０２は、天板１００を支持する。各支持体１０２は、例えば、天板１００
を壁パネル４４から僅かに離間させた状態で支持する。換言すれば、各支持体１０２は、
カウンター本体６０の上面６０ａの後端を浴室壁４４ａから離間させる。これにより、使
用者に対して水栓カウンター１１を浮いているように見せることができ、水栓カウンター
１１のデザイン性を向上させることができる。従って、浴室ＢＲの見栄えを向上させるこ
とができる。なお、図６では、便宜的に、壁パネル４４の一部分のみを図示している。
【００７０】
　補強板１０４、１０６、１０８は、各支持体１０２の間に架け渡されるように、各支持
体１０２の上に設けられる。天板１００は、補強板１０４、１０６、１０８の上に設けら
れる。これにより、補強板１０４、１０６、１０８は、天板１００の撓みを抑制する。
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【００７１】
　吐水口操作部６３、シャワー操作部６４、温度調節部６５、及び流量調節部６６などの
水栓機能部は、例えば、補強板１０６に取り付けられ、補強板１０６を介して各支持体１
０２に支持される。
【００７２】
　カバー１１０は、各支持体１０２の上に取り付けられ、天板１００と壁パネル４４との
間の部分の各支持体１０２の上方を覆うとともに、天板１００と壁パネル４４との間の部
分の各支持体１０２の側方を覆う。
【００７３】
　下側カバー１１２は、各支持体１０２の下方に取り付けられ、天板１００の下方を覆う
。すなわち、下側カバー１１２は、各支持体１０２や水栓機能部などが下方に露出するこ
とを抑制する。また、下側カバー１１２は、開口部１１２ａを有する。開口部１１２ａは
、下側カバー１１２の下端部に設けられ、壁パネル４４との間に隙間を形成する。
【００７４】
　図７は、実施形態に係る水栓カウンターの一部を模式的に表す断面図である。　
　図７に表したように、第１照明部２１は、水栓カウンター１１の下部に設けられる。第
１照明部２１は、例えば、各支持体１０２にネジ止めされることにより、水栓カウンター
１１の下部に取り付けられる。第１照明部２１は、例えば、カウンター本体６０内に設け
られる。第１照明部２１は、下側カバー１１２の開口部１１２ａの上方に配置され、開口
部１１２ａを介して下方に露出する。これにより、第１照明部２１は、カウンター本体６
０内に設けられた状態において、開口部１１２ａを介して水栓カウンター１１の下方に向
かって光を照射する。
【００７５】
　また、図７に表したように、吐水部６１の少なくとも一部は、カウンター本体６０の下
面６０ｂよりも下方に突出している。第１照明部２１は、吐水部６１よりも後方かつ下方
に位置するように配置されている。すなわち、第１照明部２１の前端は、吐水部６１の前
端よりも後方に位置する。そして、第１照明部２１の下端は、吐水部６１の下端よりも下
方に位置する。
【００７６】
　カウンター本体６０の下面６０ｂは、吐水部６１と第１照明部２１との間において、後
方に向かうに従って下降傾斜する傾斜部６０ｃを有する。カウンター本体６０は、吐水部
６１の少なくとも一部を、傾斜部６０ｃによってカウンター本体６０の下面６０ｂよりも
下方に突出させる。
【００７７】
　傾斜部６０ｃは、例えば、吐水部６１よりも前方まで延びている。吐水部６１の下端の
後端は、傾斜部６０ｃとほぼ同じ高さの位置にある。ここで、「ほぼ同じ高さ」とは、例
えば、吐水部６１の下端の後端と傾斜部６０ｃとの間の上下方向の位置の差が、５ｍｍ以
下の状態である。吐水部６１の下端の前端６１ｆは、傾斜部６０ｃよりも低い位置にある
。カウンター本体６０は、下面６０ｂと第１照明部２１の前端との間に空隙ＧＰ１を有す
る。また、この例において、カウンター本体６０は、吐水部６１の後端と、吐水部６１よ
りも後方の下面６０ｂと、の間に、空隙ＧＰ２を有する。
【００７８】
　止水栓６７、６８の少なくとも一部は、カウンター本体６０の下面６０ｂよりも下方に
突出するように配置されている。第１照明部２１は、止水栓６７、６８よりも後方かつ下
方に位置するように配置されている。
【００７９】
　傾斜部６０ｃは、止水栓６７、６８と第１照明部２１との間においても、後方に向かう
に従って下降傾斜している。カウンター本体６０は、止水栓６７、６８の少なくとも一部
を、傾斜部６０ｃによってカウンター本体６０の下面６０ｂよりも下方に突出させる。傾
斜部６０ｃは、止水栓６７、６８よりも前方まで延びている。止水栓６７、６８の下端の
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後端は、傾斜部６０ｃとほぼ同じ高さの位置にある。ここで、「ほぼ同じ高さ」とは、例
えば、止水栓６７、６８の下端の後端と傾斜部６０ｃとの間の上下方向の位置の差が、５
ｍｍ以下の状態である。止水栓６７、６８の下端の前端６７ｆ、６８ｆは、傾斜部６０ｃ
よりも低い位置にある。
【００８０】
　カウンター本体６０の傾斜部６０ｃの部分には、吐水部６１や止水栓６７、６８の他に
、例えば、シャワー接続口６２などが、さらに設けられる。傾斜部６０ｃの部分には、例
えば、カウンター本体６０の内部から水を抜くための水抜栓（図示は省略）などを、さら
に設けてもよい。
【００８１】
　図８は、実施形態に係る洗面カウンターの一部を模式的に表す断面図である。　
　図８に表したように、洗面カウンター１２は、例えば、天板１３０と、支持体１３２と
、補強板１３４と、カバー１３６と、を有する。
【００８２】
　天板１３０は、横方向に延びた略矩形の平板状の部材である。天板１３０は、洗面カウ
ンター１２の上面８０ａを形成する。洗面カウンター１２は、天板１３０の上に、洗面器
やシャンプーのボトルなどの物品を載置可能とする。
【００８３】
　支持体１３２は、壁パネル４４の浴室壁４４ａに取り付けられ、天板１３０を支持する
。支持体１３２は、例えば、天板１３０を壁パネル４４から僅かに離間させた状態で支持
する。換言すれば、支持体１３２は、棚部８０の上面８０ａの後端を浴室壁４４ａから離
間させる。これにより、使用者に対して洗面カウンター１２を浮いているように見せるこ
とができ、洗面カウンター１２のデザイン性を向上させることができる。従って、浴室Ｂ
Ｒの見栄えを、より向上させることができる。なお、図８では、便宜的に、壁パネル４４
の一部分のみを図示している。
【００８４】
　補強板１３４は、天板１３０と支持体１３２との間に設けられる。天板１３０は、補強
板１３４の上に設けられる。これにより、補強板１３４は、天板１３０の撓みを抑制する
。
【００８５】
　カバー１３６は、支持体１３２の下方に取り付けられ、支持体１３２及び補強板１３４
の前方及び下方を覆う。これにより、カバー１３６は、支持体１３２及び補強板１３４が
外部に露出することを抑制する。また、カバー１３６は、下方に開口する開口部１３６ａ
を有する。
【００８６】
　洗面カウンター１２の棚部８０は、例えば、天板１３０及び補強板１３４などによって
形成される。洗面カウンター１２の支持部８１は、例えば、支持体１３２及びカバー１３
６などによって形成される。
【００８７】
　図９は、実施形態に係る洗面カウンターの一部を模式的に表す断面図である。　
　図９に表したように、第２照明部２２は、洗面カウンター１２の下部に設けられる。第
２照明部２２は、例えば、支持体１３２にネジ止めされることにより、洗面カウンター１
２の下部に取り付けられる。第２照明部２２は、例えば、支持部８１内に設けられる。換
言すれば、第２照明部２２は、カバー１３６内に設けられる。第２照明部２２は、カバー
１３６の開口部１３６ａの上方に配置され、開口部１３６ａを介して下方に露出する。こ
れにより、第２照明部２２は、支持部８１内に設けられた状態において、開口部１３６ａ
を介して洗面カウンター１２の下方に向かって光を照射する。
【００８８】
　また、図９に表したように、支持部８１は、例えば、棚部８０の後端８０ｂを浴室壁４
４ａから離間させた状態で、棚部８０を浴室壁４４ａに支持する。棚部８０の後端８０ｂ
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と浴室壁４４ａとの間に設けられる支持部８１の上面８１ａは、例えば、浴室壁４４ａに
向かって下方に傾斜する。上面８１ａの傾斜は、直線状でもよいし、曲面状に湾曲しても
よい。
【００８９】
　図１０は、実施形態に係る第２照明部を模式的に表す分解斜視図である。　
　図１１は、実施形態に係る第２照明部の一部を模式的に表す断面図である。　
　図１０及び図１１に表したように、第２照明部２２は、照明部材１５０と、取付部材１
５２と、を有する。
【００９０】
　照明部材１５０は、光（可視光）を照射する。取付部材１５２は、水栓カウンター１１
や洗面カウンター１２などへの照明部材１５０の取り付けに用いられる。照明部材１５０
及び取付部材１５２は、例えば、左右方向に延びた長尺状である。第２照明部２２は、例
えば、左右方向に延びた横長状の光を照射する、いわゆるライン照明である。
【００９１】
　照明部材１５０は、発光部１６０と、収納ケース１６２と、一対のキャップ１６４、１
６６と、放熱板１６８と、を有する。発光部１６０は、左右方向に延びた横長状である。
発光部１６０は、例えば、基板１７０と、基板１７０の表面に並べて設けられた複数の光
源１７２と、を有する。基板１７０は、例えば、横長な平板状である。各光源１７２は、
少なくとも左右方向に並べて配置される。これにより、基板１７０及び各光源１７２は、
左右方向に直線状に延びた幅広な光を照射する。
【００９２】
　各光源１７２には、例えば、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）、ＬＤ（Laser Diode）
、又はＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）などの発光素子が用いられる。例えば
、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）素子などの面発光型の発光素子を光源１７２として
用いる場合には、光源１７２は、１つでもよい。光源１７２は、上記に限ることなく、光
を照射する任意の素子でよい。
【００９３】
　発光部１６０では、各光源１７２に供給する電圧又は電流の大きさを変化させることに
より、各光源１７２から照射される光の明るさを変化させることができる。すなわち、第
１照明部２１及び第２照明部２２に調光機能を持たせることができる。
【００９４】
　また、この例において、発光部１６０は、前後方向に並ぶ２種類の光源１７２を有する
。発光部１６０は、光源１７２ａと、光源１７２ｂと、を有する。光源１７２ａの発光色
は、光源１７２ｂの発光色と異なる。光源１７２ａは、例えば、白色光を照射する。光源
１７２ｂは、例えば、黄色光を照射する。これにより、光源１７２ａから照射される光の
明るさと、光源１７２ｂから照射される光の明るさと、を調節することにより、発光部１
６０から照射される光の色を変化させることができる。すなわち、第１照明部２１及び第
２照明部２２に調光機能を持たせることができる。なお、異なる色の光を照射可能な素子
を光源１７２に用いた場合には、発光部１６０に含まれる光源１７２は、１種類でよい。
【００９５】
　収納ケース１６２は、左右方向に連続した筒状である。収納ケース１６２は、例えば、
発光部１６０の左右方向の両端間に亘って連続した筒状である。収納ケース１６２は、例
えば、断面略矩形の筒状である。収納ケース１６２は、内部に発光部１６０を収納する。
収納ケース１６２は、透光性を有する。発光部１６０から照射された光は、収納ケース１
６２を透過して外部に出射される。
【００９６】
　収納ケース１６２には、例えば、ポリカーボネイト樹脂、ポリプロピレン樹脂、ＡＢＳ
（Acrylonitrile‐Butadiene‐Styrene）樹脂、アクリル樹脂などの透光性を有する樹脂
材料が用いられる。これにより、例えば、押出成形などによって収納ケース１６２を容易
に成形することができる。
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【００９７】
　キャップ１６４は、収納ケース１６２の左右方向の一端に取り付けられ、収納ケース１
６２の左右方向の一方の開口１６２ａを塞ぐ。キャップ１６６は、収納ケース１６２の左
右方向の他端に取り付けられ、収納ケース１６２の左右方向の他方の開口１６２ｂを塞ぐ
。
【００９８】
　これにより、収納ケース１６２及び各キャップ１６４、１６６は、シール性を有する空
間を形成する。収納ケース１６２及び各キャップ１６４、１６６は、この空間内に発光部
１６０を収納する。これにより、発光部１６０の被水が抑制される。
【００９９】
　放熱板１６８は、基板１７０（発光部１６０）を支持する。放熱板１６８は、例えば、
基板１７０の各光源１７２が設けられた表面と反対側の面に接触することにより、基板１
７０と熱的に結合する。これにより、放熱板１６８は、各光源１７２の点灯にともなって
発生する熱を放熱する。放熱板１６８には、例えば、アルミニウムや銅などの熱伝導率の
高い金属材料などが用いられる。基板１７０は、放熱板１６８に支持された状態で、収納
ケース１６２内に収納される。放熱板１６８は、例えば、収納ケース１６２内の所定の位
置に発光部１６０を支持する支持体としても機能する。例えば、光源１７２に有機ＥＬ素
子などの発熱量の少なくい素子を用いる場合などには、必ずしも放熱板１６８を設けなく
てもよい。
【０１００】
　取付部材１５２は、例えば、収納ケース１６２を係合によって支持する。取付部材１５
２は、例えば、第１部分１５２ａと、第２部分１５２ｂと、第３部分１５２ｃと、を有す
る。第１部分１５２ａは、収納ケース１６２の前面を覆う。第２部分１５２ｂは、収納ケ
ース１６２の後面を覆う。第３部分１５２ｃは、収納ケース１６２の上面を覆う。取付部
材１５２は、換言すれば、下方に開口した断面略Ｕ字状の部材である。取付部材１５２は
、第１部分１５２ａ及び第２部分１５２ｂを収納ケース１６２に係合させることにより、
収納ケース１６２を支持する。換言すれば、取付部材１５２は、第１部分１５２ａ及び第
２部分１５２ｂで収納ケース１６２を前後に挟むことにより、収納ケース１６２を支持す
る。
【０１０１】
　取付部材１５２には、例えば、鉄、ステンレス、又はアルミニウムなどの金属材料が用
いられる。取付部材１５２は、遮光性を有する。取付部材１５２は、照明部材１５０から
照射された光に対して光反射性を有する。これにより、取付部材１５２は、照明部材１５
０から照射された光を下方のみに向けて出射させる。従って、この例では、収納ケース１
６２の下端部分が、発光部１６０から照射された光を透過させる発光窓１５４として機能
する。この例では、収納ケース１６２の一部が、取付部材１５２の下端よりも下方に突出
している。このため、発光窓１５４は、換言すれば、収納ケース１６２のうちの取付部材
１５２の下端よりも下方に突出した部分である。
【０１０２】
　また、前述のように、収納ケース１６２には、樹脂材料が用いられる。従って、取付部
材１５２の剛性は、収納ケース１６２の剛性よりも高い。これにより、収納ケース１６２
を取付部材１５２に支持させることで、樹脂材料からなる収納ケース１６２を長尺状にし
た場合などにも、収納ケース１６２の撓みを抑制することができる。例えば、収納ケース
１６２内に収納された発光部１６０が、収納ケース１６２の撓みによって破損してしまう
ことなどを抑制することができる。
【０１０３】
　第２照明部２２は、例えば、連通配管１７４と、接続部材１７６と、ホースバンド１７
８、１８０と、配線部材１８２と、をさらに備える。
【０１０４】
　連通配管１７４の一端は、照明部材１５０に接続される。連通配管１７４の他端は、壁
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パネル４４に接続される。これにより、連通配管１７４は、照明部材１５０の内部の空間
と、壁パネル４４の裏側の空間と、を連通させる。
【０１０５】
　キャップ１６４は、連通配管１７４を接続するための接続口１６４ａと、収納ケース１
６２を接続するための接続口１６４ｂと、接続口１６４ａと接続口１６４ｂとを接続する
管路と、を有する。キャップ１６４は、例えば、略Ｌ字状に屈曲した配管状である。キャ
ップ１６４は、接続口１６４ｂを収納ケース１６２の一方の開口１６２ａに挿し込むこと
により、収納ケース１６２の一方の開口１６２ａを塞ぐとともに、内部の管路を筒状の収
納ケース１６２の内部の空間と連通させる。
【０１０６】
　連通配管１７４の一端は、接続口１６４ａに接続される。これにより、連通配管１７４
の内部の空間が、照明部材１５０の内部の空間と連通する。照明部材１５０と連通配管１
７４との接続は、キャップ１６４の接続口１６４ａに限定されるものではない。例えば、
収納ケース１６２に接続口を設け、収納ケース１６２に連通配管１７４の一端を接続する
ことにより、連通配管１７４の内部の空間と照明部材１５０の内部の空間とを連通させて
もよい。
【０１０７】
　接続部材１７６は、連通配管１７４と壁パネル４４との接続に用いられる。接続部材１
７６は、筒状の本体部１７６ａと、本体部１７６ａの外周面から径を大きくするように外
側に突出したフランジ部１７６ｂと、を有する。
【０１０８】
　壁パネル４４には、接続部材１７６の本体部１７６ａの形状に対応した開口が設けられ
る。接続部材１７６は、浴室ＢＲの室内側から本体部１７６ａの後端部分を壁パネル４４
の開口に挿通する。そして、接続部材１７６は、フランジ部１７６ｂで開口を塞ぎ、フラ
ンジ部１７６ｂの部分で壁パネル４４にネジ止めされることなどにより、壁パネル４４に
取り付けられる。
【０１０９】
　連通配管１７４の他端は、接続部材１７６の本体部１７６ａに接続される。これにより
、収納ケース１６２の内部の空間から、キャップ１６４の管路、連通配管１７４、及び接
続部材１７６の本体部１７６ａを介して壁パネル４４の裏側の空間へと至る経路が形成さ
れ、連通配管１７４によって、照明部材１５０内の空間と壁パネル４４の裏側の空間とが
連通する。
【０１１０】
　連通配管１７４は、可撓性を有する。連通配管１７４には、例えば、ゴムチューブや金
属製のフレキシブルホースなどが用いられる。但し、連通配管１７４は、必ずしも可撓性
を有していなくてもよい。連通配管１７４は、金属や樹脂などを用いたリジッドな配管な
どでもよい。
【０１１１】
　ホースバンド１７８は、連通配管１７４とキャップ１６４の接続口１６４ａとの接続部
に取り付けられ、連通配管１７４の上から連通配管１７４及び接続口１６４ａを締め付け
ることにより、連通配管１７４の抜けを抑制する。ホースバンド１８０は、連通配管１７
４と接続部材１７６の本体部１７６ａとの接続部に取り付けられ、連通配管１７４の上か
ら連通配管１７４及び本体部１７６ａを締め付けることにより、連通配管１７４の抜けを
抑制する。
【０１１２】
　配線部材１８２は、収納ケース１６２内で基板１７０と接続され、基板１７０に電力を
供給するための配線である。配線部材１８２は、連通配管１７４内に挿通され、壁パネル
４４の裏側の空間に入り込む。より詳しくは、配線部材１８２は、収納ケース１６２、キ
ャップ１６４、連通配管１７４、及び接続部材１７６を介して、壁パネル４４の裏側の空
間に入り込む。
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【０１１３】
　配線部材１８２の一端は、収納ケース１６２内において基板１７０に接続される。配線
部材１８２の他端は、壁パネル４４の裏側の空間内に位置する。配線部材１８２の他端は
、例えば、壁パネル４４の裏側の空間内において、制御部３２に接続される。制御部３２
は、配線部材１８２を介して基板１７０に電力を供給する。各光源１７２は、例えば、制
御部３２からの電力の供給に応じて点灯し、制御部３２からの電力の供給の停止に応じて
消灯する。
【０１１４】
　第１照明部２１の構成は、左右方向の長さが異なる程度で、第２照明部２２の構成と実
質的に同じである。従って、第１照明部２１についての詳細な説明は省略する。第１照明
部２１は、第２照明部２２と同様に、照明部材１５０と、取付部材１５２と、を有する。
照明部材１５０は、発光部１６０と、収納ケース１６２と、一対のキャップ１６４、１６
６と、放熱板１６８と、を有し、収納ケース１６２の下端部分が、発光部１６０から照射
された光を透過させる発光窓１５４として機能する。
【０１１５】
　第１照明部２１の発光部１６０は、複数の光源１７２を有する。第１照明部２１の発光
部１６０は、例えば、複数の光源１７２ａと、複数の光源１７２ｂと、を有する。各光源
１７２ａは、左右方向に並ぶ。各光源１７２ｂは、左右方向に並ぶ（図５参照）。換言す
れば、各光源１７２ａ及び各光源１７２ｂは、洗面カウンター１２の棚部８０の後端８０
ｂと略平行な方向に並べて設けられている。
【０１１６】
　前述のように、第１照明部２１は、水栓カウンター１１の下部に設けられる。この際、
発光窓１５４とカウンター本体６０の下面６０ｂとの間の上下方向の距離ＤＳは、第１照
明部２１の上下方向の長さＬＳよりも短い（図７参照）。すなわち、発光窓１５４の下端
は、カウンター本体６０の下面６０ｂと略同一の高さにある。発光窓１５４は、例えば、
カウンター本体６０の下面６０ｂよりも上方に位置している。発光窓１５４の下端は、例
えば、カウンター本体６０の下面６０ｂよりも僅かに上方に位置する。
【０１１７】
　図１２は、実施形態に係る水栓カウンター及び洗面カウンターを模式的に表す側面図で
ある。　
　図１２に表したように、第１照明部２１は、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも前
方には直接光を照射せず、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方のみに直接光を照
射する。洗面カウンター１２の前端１２ｆは、例えば、棚部８０の前端である。
【０１１８】
　第１照明部２１の発光部１６０から照射された光の一部は、取付部材１５２の第１部分
１５２ａによって遮られる（図７参照）。すなわち、この例では、第１照明部２１に設け
られた取付部材１５２の第１部分１５２ａが、発光部１６０から照射された光の前方への
広がりを抑制する第１遮光部として機能する。なお、以下では、便宜的に、第１照明部２
１の発光部１６０を第１発光部１６０ａと称し、第２照明部２２の発光部１６０を第２発
光部１６０ｂと称すこととする。
【０１１９】
　第１発光部１６０ａと第１部分１５２ａの下端とを結ぶ仮想直線の延長線ＥＬ１は、洗
面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方において洗面カウンター１２と交差する。これ
により、上記のように、第１照明部２１が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方
のみに直接光を照射することができる。
【０１２０】
　仮想直線は、より詳しくは、第１発光部１６０ａの発光面の前後方向の中央と、第１遮
光部の下端とを結ぶ直線である。さらに詳しくは、仮想直線は、第１発光部１６０ａの各
光源１７２の発光面の前後方向の中央と、第１遮光部の下端とを結ぶ直線である。第１発
光部１６０ａが、前後方向に並ぶ複数の光源１７２を有する場合、仮想直線は、例えば、
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最も後方に位置する光源１７２（光源１７２ｂ）の発光面の前後方向の中央と、第１遮光
部の下端とを結ぶ直線である。
【０１２１】
　第１遮光部は、取付部材１５２の第１部分１５２ａに限ることなく、第１発光部１６０
ａよりも前方に位置し、第１発光部１６０ａから照射された光の前方への広がりを抑制す
る任意の部材でよい。例えば、下側カバー１１２の開口部１１２ａの部分を第１遮光部と
してもよい。このように、第１遮光部は、水栓カウンター１１に設けてもよい。
【０１２２】
　また、第１遮光部は、必ずしも設けられていなくてもよい。例えば、各光源１７２の配
光角（光の広がる角度）が定義されている場合、各光源１７２の配光角に沿って延びる仮
想直線が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方において洗面カウンター１２と交
差するようにしてもよい。この場合にも、上記と同様に、第１照明部２１が、洗面カウン
ター１２の前端１２ｆよりも後方のみに直接光を照射することができる。
【０１２３】
　第１照明部２１は、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方のみに直接光を照射し
、棚部８０の上面８０ａに光を照射するとともに、棚部８０の後端８０ｂにも光を照射す
る。より詳しくは、第１照明部２１は、棚部８０の後端８０ｂに直接光を照射する。換言
すれば、第１照明部２１の直接光の照射範囲は、洗面カウンター１２の前端１２ｆ（棚部
８０の前端）に重ならず、棚部８０の後端８０ｂに重なる。
【０１２４】
　図１及び図２などに表したように、水栓カウンター１１の左右方向の長さ（横幅）は、
洗面カウンター１２の左右方向の長さよりも長い。第１照明部２１の左右方向の長さは、
洗面カウンター１２の左右方向の長さよりも長い。これにより、第１照明部２１は、棚部
８０の後端８０ｂの左右方向の全体に光を照射する。第１照明部２１は、棚部８０の後端
８０ｂの左右方向の全体に直接光を照射する。
【０１２５】
　なお、水栓カウンター１１の左右方向の長さは、洗面カウンター１２の左右方向の長さ
よりも短くてもよい。第１照明部２１の左右方向の長さは、洗面カウンター１２の左右方
向の長さよりも短くてもよい。第１照明部２１は、洗面カウンター１２の上面８０ａの少
なくとも一部に光を照射可能に構成されていればよい。第１照明部２１は、少なくとも洗
面カウンター１２の上面８０ａの中央部に光を照射することが好ましい。
【０１２６】
　第１照明部２１は、棚部８０の後端８０ｂに光を照射するとともに、矢線Ａ１１で表し
たように、支持部８１の上面８１ａにも光を照射する。第１照明部２１は、支持部８１の
上面８１ａにも直接光を照射する。
【０１２７】
　この例において、第１照明部２１は、前後方向において、支持部８１の上面８１ａと重
なる位置に配置され、直下に向かって光を照射する。これにより、支持部８１の上面８１
ａに対して適切に直接光を照射することができる。
【０１２８】
　第１照明部２１から照射され、支持部８１の上面８１ａで反射した光は、矢線Ａ１２で
表したように、上面８１ａの傾斜に従って浴室壁４４ａ側に向かう。そして、浴室壁４４
ａに当たった光は、浴室壁４４ａでさらに反射し、矢線Ａ１３で表したように、吐水部６
１側に向かう。これにより、第１照明部２１から照射された光によって、洗面カウンター
１２の上面８０ａのみならず、吐水部６１の周辺も明るくすることができる。
【０１２９】
　また、前述のように、第１照明部２１の左右方向の長さは、洗面カウンター１２の左右
方向の長さよりも長い。従って、左右方向において支持部８１が設けられていない箇所で
は、矢線Ａ２１で表したように、洗面カウンター１２よりも下方にそのまま光が抜けてい
く。これにより、洗面カウンター１２の下方の空間を、より明るくすることができる。
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【０１３０】
　第２照明部２２は、例えば、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも前方には直接光を
照射せず、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方のみに直接光を照射する。但し、
第２照明部２２は、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも前方まで直接光を照射しても
よい。
【０１３１】
　第２照明部２２の第２発光部１６０ｂから照射された光の一部は、カバー１３６の開口
部１３６ａの部分によって遮られる（図９参照）。すなわち、この例では、洗面カウンタ
ー１２に設けられたカバー１３６の開口部１３６ａの部分が、第２発光部１６０ｂから照
射された光の前方への広がりを抑制する第２遮光部として機能する。
【０１３２】
　第２発光部１６０ｂと開口部１３６ａの下端とを結ぶ仮想直線の延長線ＥＬ２は、洗面
カウンター１２の前端１２ｆよりも後方において浴室ＢＲの床面４２ａと交差する。これ
により、上記のように、第２照明部２２が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方
のみに直接光を照射することができる。
【０１３３】
　なお、延長線ＥＬ２の定義の仕方は、延長線ＥＬ１の定義の仕方と同様とすることがで
きる。従って、延長線ＥＬ２についての詳細な説明は省略する。また、第２遮光部は、第
１遮光部と同様に、第２発光部１６０ｂから照射された光の前方への広がりを抑制する任
意の部材でよい。第２遮光部は、必ずしも設けられていなくてもよい。
【０１３４】
　第２発光部１６０ｂから床面４２ａまでの距離Ｄ２は、例えば、第１発光部１６０ａか
ら洗面カウンター１２の棚部８０の上面８０ａまでの距離Ｄ１よりも短い。より詳しくは
、第２発光部１６０ｂの各光源１７２（第２光源）から床面４２ａまでの距離は、第１発
光部１６０ａの各光源１７２（第１光源）から洗面カウンター１２の棚部８０の上面８０
ａまでの距離よりも短い。第１光源は、換言すれば、第１発光素子であり、第２光源は、
換言すれば、第２発光素子である。但し、距離Ｄ２は、距離Ｄ１と同じでもよいし、距離
Ｄ１よりも長くてもよい。
【０１３５】
　第２発光部１６０ｂは、例えば、第１発光部１６０ａよりも前方に配置される。より詳
しくは、第２発光部１６０ｂの各光源１７２（第２光源）は、第１発光部１６０ａの各光
源１７２（第１光源）よりも前方に配置される。但し、第２発光部１６０ｂの前後方向の
位置は、第１発光部１６０ａの前後方向の位置と同じでもよいし、第１発光部１６０ａよ
りも後方に配置してもよい。
【０１３６】
　第２発光部１６０ｂから照射される光の強度は、例えば、第１発光部１６０ａから照射
される光の強度よりも強い。換言すれば、第２発光部１６０ｂから照射される光は、第１
発光部１６０ａから照射される光よりも明るい。これにより、例えば、第１発光部１６０
ａから照射された光が、洗面カウンター１２の上面８０ａで反射し、使用者の目に入射す
ることにより、使用者に眩しさを与えてしまうことを抑制しつつ、第２発光部１６０ｂか
ら照射された光によって洗面カウンター１２の下方の空間を適切に明るくし、使用者の足
元などが暗くなってしまうことを抑制することができる。
【０１３７】
　例えば、制御部３２は、第２発光部１６０ｂに対して第１発光部１６０ａよりも高い電
圧又は高い電流の電力を供給する。これにより、第２発光部１６０ｂから照射される光の
強度を、第１発光部１６０ａから照射される光の強度よりも強くすることができる。但し
、第２発光部１６０ｂから照射される光の強度は、第１発光部１６０ａから照射される光
の強度と同じでもよいし、弱くてもよい。
【０１３８】
　浴室ＢＲの床面４２ａは、浴室壁４４ａから前方に向かうに従って下降傾斜する。床面
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４２ａは、水栓カウンター１１及び洗面カウンター１２が取り付けられた浴室壁４４ａよ
りも前方に設けられた排水口部４２ｂに向かって下降傾斜する。すなわち、床面４２ａは
、排水勾配を有する。このように、床面４２ａを傾斜させることにより、例えば、第２発
光部１６０ｂから照射され、床面４２ａで反射した光が、前方に向かいやすくなり、使用
者の足元などが暗くなってしまうことを、より確実に抑制することができる。
【０１３９】
　洗面カウンター１２の上面８０ａは、浴室壁４４ａから前方に向かうに従って下降傾斜
する。これにより、洗面カウンター１２の上面８０ａに滴下した湯水が、上面８０ａの上
に留まってしまうことを抑制することができる。洗面カウンター１２の上面８０ａの傾斜
角度θ１は、例えば、床面４２ａの傾斜角度θ２よりも大きい。これにより、例えば、第
１発光部１６０ａから照射され、上面８０ａで反射する光の反射角（広がり角）を大きく
することができる。上面８０ａで反射した光の広がる角度を大きくすることにより、強度
の高い光が使用者の目に入射してしまうことを抑制し、使用者に眩しさを与えてしまうこ
とをより抑制することができる。
【０１４０】
　洗面カウンター１２の上面８０ａの反射率は、床面４２ａの反射率よりも高い。また、
洗面カウンター１２の上面８０ａの表面粗さは、床面４２ａの表面粗さよりも小さい。換
言すれば、上面８０ａでの光の散乱は、床面４２ａでの光の散乱と比べて小さい。従って
、例えば、上記のように洗面カウンター１２の上面８０ａの傾斜角度θ１を、床面４２ａ
の傾斜角度θ２よりも大きくすることにより、使用者に眩しさを与えてしまうことを抑制
することが好ましい。反射率の違いは、材質の違いによるものでもよいし、表面粗さの違
いによるものでもよい。
【０１４１】
　また、上記とは反対に、洗面カウンター１２の上面８０ａの反射率が、床面４２ａの反
射率よりも低くなるようにしてもよい。洗面カウンター１２の上面８０ａの表面粗さが、
床面４２ａの表面粗さよりも高くなるようにしてもよい。これにより、例えば、使用者に
眩しさを与えてしまうことを、より抑制することができる。
【０１４２】
　以上、説明したように、本実施形態に係る浴室ユニット１０では、第１照明部２１から
照射された光の直接光が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも前方には照射されず、
洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方にのみ照射される。このため、棚形状に形成
された水栓カウンター１１の下方に洗面カウンター１２が配置されている場合でも、第１
照明部２１からの光が、洗面カウンター１２及び洗面カウンター１２よりも前方の床面４
２ａに当たることで、浴室ＢＲの床面４２ａにくっきりとした影ができてしまうことを抑
制することができる。従って、第１照明部２１から照射された光によって水栓カウンター
１１の下方の空間を照らすことにより、吐水部６１から吐水された湯水の視認性を確保し
、使い勝手を向上させつつも、影によって浴室ＢＲの見栄えが低下してしまうことを抑制
することができる。
【０１４３】
　浴室ユニット１０では、第１発光部１６０ａと第１遮光部の下端とを結ぶ仮想直線の延
長線ＥＬ１が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方において洗面カウンター１２
と交差する。これにより、棚形状に形成された水栓カウンター１１の下方に洗面カウンタ
ー１２が配置されている場合でも、第１照明部２１からの光が、洗面カウンター１２及び
洗面カウンター１２よりも前方の床面４２ａに当たることで、浴室ＢＲの床面４２ａにく
っきりとした影ができてしまうことを、より適切に抑制することができる。吐水部６１か
ら吐水された湯水の視認性を確保し、使い勝手を向上させつつも、影によって浴室ＢＲの
見栄えが低下してしまうことを、より適切に抑制することができる。
【０１４４】
　浴室ユニット１０では、第２照明部２２をさらに備えているため、洗面カウンター１２
の下方の空間を明るくし、より見栄えを向上させることができる。例えば、洗面カウンタ
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ー１２の前端１２ｆよりも前方には直接光を照射せず、洗面カウンター１２の前端１２ｆ
よりも後方のみに直接光を照射するように第１照明部２１を構成したとしても、第１照明
部２１から照射された直接光が回折や反射などした間接光が、洗面カウンター１２の前端
１２ｆよりも前方に照射されてしまい、浴室ＢＲの床面４２ａに薄い影ができてしまう可
能性がある。そこで、洗面カウンター１２の下方に向かって光を照射する第２照明部２２
をさらに設けることにより、床面４２ａに影ができてしまうことを、より適切に抑制する
ことができる。間接光の影響で発生する薄い影の暗さを、より低減させることができる。
【０１４５】
　浴室ユニット１０では、第２照明部２２が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後
方のみに直接光を照射する。これにより、第１照明部２１から照射された光の間接光によ
ってできる浴室ＢＲの床面４２ａの薄い影を、第２照明部２２から照射された光の間接光
によって適切に抑制することができる。第２照明部２２から照射された光の直接光により
、浴室ＢＲの床面４２ａの洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも前方の部分が明るくな
り過ぎてしまうことを抑制することができる。さらには、第２照明部２２から照射された
光の直接光が、浴室ＢＲの使用者などに視認され易くなってしまうことを抑制することが
できる。
【０１４６】
　浴室ユニット１０では、第２発光部１６０ｂと第２遮光部の下端とを結ぶ仮想直線の延
長線ＥＬ２が、洗面カウンター１２の前端１２ｆよりも後方において床面４２ａと交差す
る。これにより、第１照明部２１から照射された光の間接光によってできる浴室ＢＲの床
面４２ａの薄い影を、第２照明部２２から照射された光の間接光によって、より適切に抑
制することができる。
【０１４７】
　浴室ユニット１０では、第２照明部２２が、第１照明部２１と連動して点灯・消灯する
。これにより、第１照明部２１のみが点灯して浴室ＢＲの床面４２ａに影ができてしまう
ことを抑制することができる。従って、吐水部６１から吐水された湯水の視認性を確保し
、使い勝手を向上させつつも、影によって浴室ＢＲの見栄えが低下してしまうことを、よ
り確実に抑制することができる。
【０１４８】
　浴室ユニット１０では、第２照明部２２を設けることにより、第１照明部２１の光によ
って吐水部６１の周辺の視認性を確保しつつも、第１照明部２１の光によって使用者の目
の瞳孔が収縮した状態であっても、第２照明部２２の光によって洗面カウンター２１の下
方周辺など使用者の足元周辺の視認性を確保することができる。従って、使用者が器具に
脚をぶつけたり、器具を踏みつけてしまったりすることを抑制でき、浴室ユニット１０の
使い勝手を向上させることができる。
【０１４９】
　浴室ユニット１０では、第２発光部１６０ｂから床面４２ａまでの距離Ｄ２を、第１発
光部１６０ａから洗面カウンター１２の上面８０ａまでの距離Ｄ１よりも短くすることに
より、第１照明部２１よりも使用者の顔から遠い位置にある第２照明部２２から照射され
、床面４２ａで反射して使用者に視認される光の強度を、第１照明部２１から照射され、
洗面カウンター１２の上面８０ａで反射して使用者に視認される光の強度に近付けること
ができる。従って、使用者に視認されるそれぞれの光の強度差が小さくなり、第２照明部
２２の光によって洗面カウンター１２の下方周辺など使用者の足元周辺の視認性を、より
確実に確保することができる。
【０１５０】
　浴室ユニット１０では、第２発光部１６０ｂを第１発光部１６０ａよりも前方に配置す
ることにより、第１照明部２１よりも使用者の顔から遠い位置にある第２照明部２２から
照射され、床面４２ａで反射して使用者に視認される光の強度を、第１照明部２１から照
射され、洗面カウンター１２の上面８０ａで反射して使用者に視認される光の強度に近付
けることができる。従って、使用者に視認されるそれぞれの光の強度差が小さくなり、第
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２照明部２２の光によって洗面カウンター１２の下方周辺など使用者の足元周辺の視認性
を、より確実に確保することができる。
【０１５１】
　浴室ユニット１０では、第２発光部１６０ｂから照射される光の強度を、第１発光部１
６０ａから照射される光の強度よりも強くすることにより、第１照明部２１よりも使用者
の顔から遠い位置にある第２照明部２２から照射され、床面４２ａで反射して使用者に視
認される光の強度を、第１照明部２１から照射され、洗面カウンター１２の上面８０ａで
反射して使用者に視認される光の強度に近付けることができる。従って、使用者に視認さ
れるそれぞれの光の強度差が小さくなり、第２照明部２２の光によって洗面カウンター１
２の下方周辺など使用者の足元周辺の視認性を、より確実に確保することができる。
【０１５２】
　浴室ユニット１０では、第１照明部２１が、浴室壁４４ａから離間している棚部８０の
後端８０ｂに光を照射するため、棚形状に形成された水栓カウンター１１の下方に洗面カ
ウンター１２が配置されている場合でも、浴室壁４４ａから離間している棚部８０の後端
８０ｂを使用者に明瞭に視認させることができ、使用者に洗面カウンター１２の浮遊感を
しっかりと感じさせることができる。従って、水栓カウンター１１と洗面カウンター１２
とを設けた場合にも、高いデザイン性を得ることができる。
【０１５３】
　浴室ユニット１０では、第１照明部２１が、棚部８０の後端８０ｂだけでなく、浴室壁
４４ａに向かって下方に傾斜した支持部８１の上面８１ａにも光を照射する。これにより
、図１２において矢線Ａ１１～Ａ１３で表したように、傾斜した支持部８１の上面８１ａ
に当たった光が、浴室壁４４ａを介して反射し、左右方向において支持部８１と重なる位
置に配置された吐水部６１の周辺を照らすことができる。従って、棚部８０の後端８０ｂ
を照らして洗面カウンター１２の浮遊感を出すだけでなく、吐水部６１の周辺をより明る
くし、吐水部６１から吐水される湯水をより見え易くし、浴室ユニット１０の使い勝手を
より向上させることができる。
【０１５４】
　一方で、図１２において矢線Ａ２１で表したように、左右方向において支持部８１が設
けられていない箇所では、洗面カウンター１２よりも下方にそのまま光が抜けていくため
、洗面カウンター１２の下方の空間を、より明るくすることができる。洗面カウンター１
２の直下の空間が暗くなることを抑制し、見栄えの向上と使い勝手の向上とを図ることが
できる。
【０１５５】
　浴室ユニット１０では、第１照明部２１が、前後方向において、支持部８１の上面８１
ａと重なる位置に配置され、直下に向かって光を照射する。これにより、支持部８１の上
面８１ａに対して近い位置から光を照射することで、支持部８１の上面８１ａ及び浴室壁
４４ａを介して吐水部６１側に向かう光を増加させ、吐水部６１の周辺をより明るくする
ことができる。吐水部６１から吐水される湯水をさらに見え易くし、浴室ユニット１０の
使い勝手をさらに向上させることができる。
【０１５６】
　また、本実施形態に係る水栓カウンター１１では、吐水部６１の少なくとも一部が、カ
ウンター本体６０の下面６０ｂよりも下方に突出しているため、吐水部６１を容易に視認
することができつつも、この吐水部６１より後方かつ下方に位置するように第１照明部２
１を配置したことで、第１照明部２１の光によって吐水部６１が直接照らされ難くなり、
吐水部６１によって前方に影ができたり、吐水部６１が暗く視認されてしまったりするこ
とを抑制することができる。従って、良好な使い勝手と見栄えとを得ることができる水栓
カウンター１１を提供することができる。
【０１５７】
　水栓カウンター１１では、カウンター本体６０が、吐水部６１の少なくとも一部を、傾
斜部６０ｃによってカウンター本体６０の下面６０ｂよりも下方に突出させるため、吐水
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部６１と第１照明部２１との間に不要な段差を設ける必要がなく、第１照明部２１を点灯
させた際にこの段差部分の入隅に影ができてしまうことを抑制でき、より見栄えを向上さ
せることができる。
【０１５８】
　水栓カウンター１１では、傾斜部６０ｃは、吐水部６１よりも前方まで延び、吐水部６
１の下端の後端は、傾斜部６０ｃとほぼ同じ高さの位置にあり、吐水部６１の下端の前端
６１ｆは、傾斜部６０ｃよりも低い位置にある。これにより、吐水部６１の下端の後端は
、傾斜部６０ｃとほぼ同じ高さの位置にあるため、吐水部６１をカウンター本体６０の下
面６０ｂよりも下方に突出させるために、吐水部６１の下端の後端と傾斜部６０ｃとの間
に不要な段差を設けることなく、水栓カウンター１１の前方にいる使用者に吐水部６１を
視認させ易くしつつ、水栓カウンター１１の見栄えをより向上させることができる。
【０１５９】
　水栓カウンター１１では、カウンター本体６０が、下面６０ｂと第１照明部２１の前端
との間に空隙ＧＰ１を有する。これにより、カウンター本体６０の下面６０ｂが吐水部６
１と第１照明部２１との間において後方に向かうに従って下降傾斜する傾斜部６０ｃを有
していても、吐水部６１の吐水口６１ａから流れた水が、傾斜部６０ｃを伝って第１照明
部２１に接触し、第１照明部２１からの発光に影響が出てしまうことを抑制することがで
きる。また、この例において、カウンター本体６０は、吐水部６１の後端と、吐水部６１
よりも後方の下面６０ｂと、の間に、空隙ＧＰ２を有する。これにより、吐水部６１の吐
水口６１ａから流れた水が、傾斜部６０ｃを伝って第１照明部２１に接触し、第１照明部
２１からの発光に影響が出てしまうことを、より確実に抑制することができる。
【０１６０】
　水栓カウンター１１では、止水栓６７、６８の少なくとも一部が、カウンター本体６０
の下面６０ｂよりも下方に突出しているため、止水栓６７、６８を容易に視認することが
できつつも、この止水栓６７、６８より後方かつ下方に位置するように第１照明部２１を
配置したことで、第１照明部２１の光によって止水栓６７、６８が直接照らされ難くなり
、止水栓６７、６８によって前方に影ができたり、止水栓６７、６８が暗く視認されてし
まったりすることを抑制することができる。従って、使い勝手と見栄えとをより向上させ
ることができる。
【０１６１】
　水栓カウンター１１では、傾斜部６０ｃが、止水栓６７、６８よりも前方まで延び、止
水栓６７、６８の下端の後端は、傾斜部６０ｃとほぼ同じ高さの位置にあり、止水栓６７
、６８の下端の前端６７ｆ、６８ｆが、傾斜部６０ｃよりも低い位置にある。これにより
、止水栓６７、６８をカウンター本体６０の下面６０ｂよりも下方に突出させるために、
止水栓６７、６８の下端の後端と傾斜部６０ｃとの間に不要な段差を設けることなく、水
栓カウンター１１の前方にいる使用者に止水栓６７、６８を視認させ易くしつつ、水栓カ
ウンター１１の見栄えをより向上させることができる。
【０１６２】
　水栓カウンター１１では、カウンター本体６０が、止水栓６７、６８の少なくとも一部
を、傾斜部６０ｃによってカウンター本体６０の下面６０ｂよりも下方に突出させるため
、止水栓６７、６８と第１照明部２１との間に不要な段差を設ける必要がなく、第１照明
部２１を点灯させた際にこの段差部分の入隅に影ができてしまうことを抑制でき、より見
栄えを向上させることができる。
【０１６３】
　水栓カウンター１１では、第１照明部２１の発光窓１５４とカウンター本体６０の下面
６０ｂとの間の上下方向の距離ＤＳが、第１照明部２１の上下方向の長さＬＳよりも短い
。これにより、前方から見た時に、第１照明部２１の発光窓１５４が、カウンター本体６
０によって隠蔽され易くなる。例えば、発光窓１５４の高さをカウンター本体６０の下面
６０ｂの高さと略同一にすることにより、前方から見た時に、第１照明部２１の発光窓１
５４を、より確実にカウンター本体６０によって隠蔽することができる。このため、止水
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栓６７、６８の作業時に、止水栓６７、６８を作業し易くするために第１照明部２１を点
灯させた時にも、第１照明部２１からの直接光が、作業者の目に届き難くなり、回折など
による間接光が作業者の目に届くため、止水栓６７、６８を視認し易くし、かつ眩しくな
い状態で作業させることができる。
【０１６４】
　水栓カウンター１１では、発光窓１５４が、カウンター本体６０の下面６０ｂよりも上
方に位置している。これにより、前方から見た時に、第１照明部２１の発光窓１５４が、
より確実にカウンター本体６０によって隠蔽される。従って、第１照明部２１を点灯させ
て止水栓６７、６８を作業する際に、止水栓６７、６８をより視認し易くすることができ
るとともに、直接光が作業者の目に届いて眩しさを感じさせてしまうことを、より確実に
抑制することができる。
【０１６５】
　図１３は、実施形態に係る水栓カウンター及び洗面カウンターの変形例を模式的に表す
側面図である。　
　なお、以下の変形例において、上記実施形態と機能・構成上実質的に同じものについて
は、同符号を付し、詳細な説明を省略する。　
　図１３に表したように、洗面カウンター１２の上面８０ａは、後方に向かうに従って下
降傾斜してもよい。この場合には、例えば、第１発光部１６０ａから照射され、洗面カウ
ンター１２の上面８０ａで反射した光が、前方側に向かうことを抑制することできる。従
って、洗面カウンター１２の上面８０ａで反射した光が、使用者の目に入射し、使用者に
眩しさを感じさせてしまうことを、より抑制することができる。
【０１６６】
　図１４は、実施形態に係る水栓カウンターの変形例を模式的に表す断面図である。　
　図１４に表したように、この例の水栓カウンター１１ａでは、カウンター本体６０の下
面６０ｂが、水平部６０ｄを、さらに有する。水平部６０ｄは、傾斜部６０ｃの後端から
後方に向かって略水平に延びる。水平部６０ｄは、換言すれば、水平方向に対する傾斜が
、傾斜部６０ｃよりも小さい部分である。
【０１６７】
　そして、水栓カウンター１１ａでは、水平部６０ｄの上部に止水栓６７、６８が設けら
れている。すなわち、水栓カウンター１１ａでは、カウンター本体６０の内部に、止水栓
６７、６８が設けられている。この例において、止水栓６７、６８の下端は、カウンター
本体６０の下面６０ｂよりも上方に位置している。
【０１６８】
　一方、吐水部６１の下端は、上記実施形態と同様に、カウンター本体６０の下面６０ｂ
よりも下方に突出している。
【０１６９】
　このように、止水栓６７、６８は、必ずしもカウンター本体６０の下面６０ｂよりも下
方に突出していなくてもよい。
【０１７０】
　図１４に表したように、止水栓６７、６８が、カウンター本体６０の下面６０ｂよりも
下方に突出していない状態において、第１照明部２１を止水栓６７、６８よりも後方に配
置してもよい。これにより、止水栓６７、６８を操作する際に、第１照明部２１を点灯さ
せることで、止水栓６７、６８の周囲を明るくし、止水栓６７、６８を操作し易くするこ
とができる。また、この場合、第１照明部２１の発光窓１５４は、図１４に表したように
、カウンター本体６０の下面６０ｂよりも上方に位置することが好ましい。これにより、
止水栓６７、６８を操作する際に、第１照明部２１の直接光が作業者の目に入射し、眩し
さを与えてしまうことを抑制することができる。
【０１７１】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
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本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、浴室ユニット１０
や水栓カウンター１１、１１ａなどが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などは、例
示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【０１７２】
　１０ 浴室ユニット、　１１、１１ａ 水栓カウンター、　１２ 洗面カウンター、　２
１ 第１照明部（照明部）、　２２ 第２照明部、　３０ 照明器具、　３２ 制御部、　３
４ スイッチ、　３６ リモコン、　４０ 浴槽、　４２ 洗い場床、　４４ 壁パネル、　
４６ 天井パネル、　４８ 鏡、　６０ カウンター本体、　６１ 吐水部、　６２ シャワ
ー接続口、　６３ 吐水口操作部、　６４ シャワー操作部、　６５ 温度調節部、　６６ 
流量調節部、　６７、６８ 止水栓、　７０ ホース、　７２ シャワーヘッド、　８０ 棚
部、　８１ 支持部、　１００ 天板、　１０２ 支持体、　１０４、１０６、１０８ 補強
板、　１１０ カバー、　１１２ 下側カバー、　１３０ 天板、　１３２ 支持体、　１３
４ 補強板、　１３６ カバー、　１５０ 照明部材、　１５２ 取付部材、　１５４ 発光
窓、　１６０ 発光部、　１６０ａ 第１発光部、　１６０ｂ 第２発光部、　１６２ 収納
ケース、　１６４、１６６ キャップ、　１６８ 放熱板、　１７０ 基板、　１７２ 光源
、　１７４ 連通配管、　１７６ 接続部材、　１７８、１８０ ホースバンド、　１８２ 
配線部材

【図１】 【図２】
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